
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.14 かんきょう ニュース 

令和７年３月１３日 環境課発 
回 覧 

家庭から出す可燃ごみ袋の中に水銀使用製品が混入している事例があります。 

以下の水銀使用製品を可燃ごみとして出すことは絶対にしないでください！ 

 

 

 

 

 

 

【どうやって出すの？】 

■水銀使用製品は不燃ごみとして収集に出す 

ことが出来ます。新聞紙などで包む又は別の 

袋に入れるなど、分かるようにして不燃ごみ 

指定袋に入れてください！ 

可燃ごみ袋への水銀使用製品混入について 

リチウムイオン電池混入について 

リチウムイオン電池を収集に出すことは出来ません！以下のリチウムイオン電池を使った製品が混入し

ていると、パッカー車に積み込む際、発火の原因となり大変危険です。 

 

 

 

 

 

 

【どうやって出すの？】 

■リチウムイオン電池は、販売店（ヤマダ電機、エディオン）の店頭で回収（無料）してもらえます。販売店で

回収出来ないものは島後リサイクルセンターまで持ち込んでください（有料）。 

【主な水銀使用製品の例】 

   蛍光灯         ボタン電池          水銀体温計        水銀血圧計 

【リチウムイオン電池を使った製品の例】 

 電子タバコ    モバイルバッテリー    携帯ゲーム機    スマートフォン    ビデオカメラ 

お問い合わせ先：隠岐の島町役場環境課 生活環境係  電話：2-8565 FAX：2-4050 

ごみ出しに危険物を入れてませんか？ 

 


